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図書館

学生ラウンジ・食堂

エレクトロ二クス基礎研究所

メカトロ二クス基礎研究所

実験センター

学生ホール /大学生協・食堂（１～４階）

メディアコミュニケーションセンター

エデュケーションセンター

北門

保安室

正門

保安室

クラブハウス

クラブハウス

情報学研究所

エコラボ

構造実験棟

木工室

構造実験室

office@dentsukouenkai.com

大阪電気通信大学後援会
P号館 1 階  105
tel 072-825-7600

理学療法学科棟

クラブハウス

医療科学科棟

第１グラウンド

テニスコート

医療健康科学部 実験・実習棟

情報学科棟

バスロータリー
大学生協 ・食堂

生協ショップ

医務室

KOZUKI ホール

デジタルゲーム学科棟

国際交流センター

メディアコミュニケーションセンター

カフェテリア

コナミホール

先端マルチメディア合同研究所（JIAMS）

記念体育館

アクティビティホール（体育館）

３D造形先端加工
センター

共同工作棟
第２グラウンド

柔道場

アトリエ エアロビクススタジオ

学部

〒572-8530 寝屋川市初町 1 8 - 8   TEL 072-824-1131 ㈹

工学部　　　　　　　  Ⓔ電気電子工学科　Ⓗ電子機械工学科　Ⓙ機械工学科
　　　　　　　　　　   基礎理工学科（Ⓝ数理科学専攻／Ⓤ環境化学専攻）Ⓒ建築学科

情報通信工学部　　　 Ⓟ情報工学科　Ⓕ通信工学科　

建築・デザイン学部　建築・デザイン学科（Ⓒ建築専攻／Ⓓ空間デザイン専攻）

大学院 工学研究科　工学専攻 （先端理工学コース，電子通信工学コース，制御機械工学コース，情報工学コース，建築学コース）

寝屋川キャンパス 

学部

〒575-0063 四條畷市清滝 1130-70   TEL 072-876-3317

医療健康科学部　　Ⓛ医療科学科　Ⓨ理学療法学科　Ⓢ健康スポーツ科学科

健康情報学部　　　健康情報学科（Ⓛ医療工学専攻／Ⓨ理学療法学専攻／Ⓢスポーツ科学専攻）

総合情報学部　　　ⓦデジタルゲーム学科　Ⓑゲーム＆メディア学科　Ⓣ情報学科
　　　   デジタルゲーム学科（2026 年～）　ⓦデジタルゲーム専攻／Ⓑゲーム＆メディア専攻／Ⓧゲーム・社会デザイン専攻

大学院 医療福祉工学研究科　医療福祉工学専攻

総 合 情 報 学 研 究 科 　総合情報学専攻 （デジタルアート・アニメーション学コース，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（デジタルゲーム学コース，コンピュータサイエンスコース）

四條畷キャンパス 

48 49後援会たより　No.56

ＯＥＣＵイノベーションスクエア（Ａ号館）
相　　談　　事　　項 担 当 部 署

教育課程，履修登録，授業，試験，成績，進級，卒業，欠席届，転科願，転部願，
成績関係の証明書及び卒業証明書の発行，クラブなど課外活動，奨学金制度，下宿，
アルバイト，学生の身体状況，休学・退学の願い出，学費延納願，保証人変更届，
住所変更届，在学証明書，学割，健康診断証明書の発行等に関すること

寝 屋 川 学 務 課

海外留学（オンラインプログラムを含む）、留学生と在学生との交流に関すること 国 際 交 流 セ ン タ ー
就職に関すること キャリアセンター寝屋川オフィス
課外講座に関すること 資 格 学 習 支 援 セ ン タ ー
学費に関すること 会 計 課
大学院入学試験及び編入学試験に関すること 入 学 セ ン タ ー

相　　談　　事　　項 担 当 部 署
ココロのこと，からだのこと，対人関係のこと，学修・進路のこと，
特に悩みはないけれど，もっと自分の性格について知りたいというとき

総合学生支援センター
（ Ｊ 号 館 ６ 階 ）

大学への問い合わせ ・キャンパス案内図
 学生生活についてのご相談は遠慮なくお申    し出ください。担当部署は次のとおりです。
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大学への問い合わせ ・キャンパス案内図
 学生生活についてのご相談は遠慮なくお申    し出ください。担当部署は次のとおりです。

四條畷キャンパス（１号館）

相　　談　　事　　項 担当部署
教育課程，履修登録，授業，試験，成績，進級，卒業，欠席届，転科願，転部願，
成績関係の証明書及び卒業証明書の発行，クラブなど課外活動，奨学金制度，下宿，
アルバイト，学生の身体状況，休学・退学の願い出，学費延納願，保証人変更届，
住所変更届，在学証明書，学割，健康診断証明書の発行等に関すること

四 條 畷 学 務 課

学費に関すること 学 事 ・ 会 計 課

就職に関すること キャリアセンター四條畷オフィス

課外講座に関すること 資 格 学 習 支 援 セ ン タ ー
ココロのこと，からだのこと，対人関係のこと，学修・進路のこと，
特に悩みはないけれど，もっと自分の性格について知りたいというとき 総 合 学 生 支 援 セ ン タ ー
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（名　称）
第		１条　本会は大阪電気通信大学後援
会と称する。

（目　的）
第	２条　本会は大阪電気通信大学、同
大学院博士課程（前期）（以下「大学」
という。）と家庭との連絡を密にし、
教学の使命達成に協力するとともに
大学の発展向上に寄与することを目
的とする。

（事　業）
第	３条　本会は前条の目的達成のため
次の事業を行う。

　⑴　学生の福利厚生に対する援助
　⑵　学生の就職に対する協力援助
　⑶　教育上必要な施設及び研究に対
する援助
　⑷　教育上必要な家庭との連絡
　⑸　その他、本会に必要と認めた事
業
２	　前項の援助に関する必要事項は別
に定める。

第	４条　本会は事務局を大阪電気通信
大学内におく。

２	　本会の事務処理は大学事務局に委
嘱することができる。

（支　部）
第	５条　本会に支部をおくことができ
る。

２	　支部についての細則は別に定める。
（会　員）
第	６条　本会の会員は次のとおりとす
る。

　⑴　正会員　大学に在籍する学生の
保証人
　⑵	　特別会員　本会の趣旨に賛同し、

これに協力援助　を希望する者
（役　員）
第	７条　本会に次の役員をおく。
　	　会長１名、副会長２名、会計１名、
常任幹事１名、幹事及び学内幹事（大
学の教職員の中から選任される役員
をいう。）若干名、会計監査２名

（役員の選任）
第	８条　本会の役員は総会において選
任する。ただし、常任幹事及び学内
幹事は、次項に定めるところによる。

２	　	学内幹事は、副学長、学部長、共
通教育機構長、大学事務局学事部長、
学務部長、学務部事務部長、キャリ
アセンター部長、大学院代表、四條
畷事務部長、学務部次長、キャリア
センター次長、入学センター次長、
学事課長及び会長が委嘱する教職員
とする。

３	　	常任幹事は、大学事務局長に委嘱
する。

（役員の任期）
第	９条　本会の役員の任期は１年とし、
留任を妨げない。

（役員の職務）
第	10条　役員の職務は次のとおりとす
る。

　⑴	　会長は本会を代表し、会務を総
括する。

　⑵	　副会長は会長を補佐し、会長不
在又は事故あるときはその職務を
代行する。

　⑶	　常任幹事は会長の委任を受けて、
本会の事業の企画立案及び運営に
あたる。

　⑷	　幹事及び学内幹事は本会の運営
その他、会務推進について意見を
具申する。

　⑸	　会計は本会の会計事務を処理す
る。

　⑹　	会計監査は本会の会計を監査す
る。

（顧　問）
第	11条　本会は必要に応じて若干名の
顧問をおくことができる。

２	　	顧問は役員会又は役員の求めに応
じて会の事業への助言又は協力を行
う。

３	　	顧問は役員会において選任し、総
会において承認を受けるものとする。

４　	顧問の任期は１年とし、１回に限
り再任を認める。
５　	顧問は総会、役員会に出席するが
議決には加わらない。
（相談役）
第	12条　本会は必要に応じて若干名の
相談役をおくことができる。

２	　	相談役は役員会又は役員の求めに
応じて会の事業への助言又は協力を
行う。

３	　	相談役は役員会で委嘱する。
４	　	相談役の任期は１年とし、１回に
限り再任を認める。

５	　	相談役は特に必要のない限り、総
会、役員会へは出席しない。

（総　会）
第	13条　定期総会は、年１回開催し、
会長が議長となり、議長の開会宣言
をもって総会の成立とする。

２	　	総会では、事業計画、予算、決算、
役員の選任及びその他必要事項につ
いての承認を受けるものとする。

３	　	会長が必要と認めたとき、又は会
員の５分の１以上の請求があったと
きは、臨時総会を開くものとし、会
長が議長となる。

４	　	議決は、出席者の過半数をもって
決する。可否同数のときは、議長が
これを決する。

５	　	災害、感染症の流行等で総会が開
催できない場合は、前年度役員が第
２項に定める事項を決定する

（役員会）
第	14条　役員会は必要に応じ随時開催
し、事業計画の具体的推進について
審議する。

（収　入）
第	15条　本会の収入は、会費及びその
他の寄付金をもって充当する。

２	　	大学各学部の会員の会費は入学時

に20,000円を徴収する。
３	　	大学院の会員の会費は10,000円と
し、入学時に徴収する。

４	　	大学各学部へ編入学した会員につ
いては編入学時に10,000円を徴収す
る。

（年　度）
第	16条　本会の会計年度は4月1日に
始まり翌年3月31日に終わるものと
する。

（改　廃）
第	17条　この規約は、総会の議決によ
り改正することができる。

附　則
この規約は、平成30年8月4日から改
訂・施行する。
附　則
この規約は、平成30年10月13日から
改訂・施行する。
附　則
この規約は、2019年5月18日から改
訂・施行する。
附　則
この規約は、2019年12月7日から改
訂・施行する。
附　則
この規約は、2020年5月30日から改
訂・施行する。
附　則
この規約は、2025年4月1日から改訂・
施行する。

大阪電気通信大学後援会
見舞金内規
（弔慰の場合）
１．会員または会員の配偶者が死亡し
た場合
　弔慰金		30,000円・樒１対・弔電	（後
援会名）	
２．	学生が死亡した場合
　弔慰金		30,000円・樒１対・弔電	（後
援会名）	
３	．大学の教職員および教職員の配偶
者・父母・子女が死亡した場合

　　弔電	（後援会名）	
（災害見舞の場合）	
　	　会員の住居	（学校へ届出の現住所）	
等が災害のために損害を受けたとき，	
次の通り災害見舞金を贈る。	

１．住居が全壊・全焼したとき	
30,000円
２．住居が半壊・半焼したとき	
20,000円
３．床上浸水したとき	10,000円

大阪電気通信大学後援会規約 （昭和38年７月13日制定）
2025年４月１日改正

51512026. 2026. SpringSpring

（目　的）
第	１条　この規程は、大阪電気通信大
学及び大阪電気通信大学大学院の学
生で、経済的理由により修学困難な
者に学資を貸与して、学業を継続さ
せることを目的とする。

（名　称）
第	２条　前条の学資を大阪電気通信大
学後援会・友電会貸与奨学金（以下「奨
学金」という。）といい、奨学金の貸
与を受ける者を大阪電気通信大学貸
与奨学生（以下「奨学生」という。）と
いう。

（財　源）
第	３条　本奨学金は、大阪電気通信大
学後援会（以下「後援会」という。）及
び一般社団法人大阪電気通信大学友
電会（以下「友電会」という。）から拠
出された出資金並びに有志の寄付金
を財源とする。

（委員会）
第	４条　奨学生の選考及び奨学金に関
する諸事項を審議するため、大阪電
気通信大学後援会・友電会貸与奨学
金委員会（以下「委員会」という。）を
置く。

２　委員会は、次の者をもって組織す
る。
　（１）　学務部長、及び学務部事務部
長又は学務部次長
　（２）　後援会より選出された者　若
干名（内１名を会計監査人とする。）
　（３）　友電会より選出された者　若
干名（内１名を会計監査人とする。）
３　委員の任期は１年とする。ただし、
再任を妨げない。
４　委員長は学務部長とする。
５　委員会は必要により委員長が招集
する。
（奨学金の貸与を受ける者の資格）
第５条　奨学金の貸与を受けることが
できる者は、大阪電気通信大学及び大
阪電気通信大学大学院の在学生で、次
の条件を満たしている者とする。
　（１）　学資支弁が困難な者
　（２）　人物、学業成績とも良好な者
（奨学金の額と利息）
第６条　奨学金の額は半期分の学費相
当額とする。
２	　貸与した奨学金には利息を付さな
い。ただし、返済を怠った際の取扱
いについては第１５条に定めるとお
りとする。

（貸与期間）
第７条　奨学金を貸与する期間は、本
学に在籍している期間内とする。
（返済方法）
第８条　奨学金の返済方法は、次の通
りとする。
（１）	　返済は、貸与の終了した年度の

翌年度から年賦返済とし、５年以
内に全額を返済する。

（２）　１年間の返済額は、原則として

貸与額の２割とする。
　（３）　毎年の返済期限は、１２月
２０日とする。
２	　奨学金の返済を怠ったときは、返
済期限の到来前に未返済金の全額を
一括返還するよう請求し、強制執行
の手続きを講じることができる。

（奨学金の申請）
第	９条　奨学金の貸与を希望する者は、
次の各号の書類を委員会に提出しな
ければならない。

　（１）　奨学生申請書
　（２）　成績証明書
　（３）　本人及び連帯保証人の経済状
況を証明するもの
２　奨学生の募集は、随時受付を行う。

（審査及び決定）
第	１０条　委員会は前条で提出された
内容を審議し、奨学生としての採否
を決定する。

２　委員会は、前項の採否の結果につ
いて当該申請者に通知する。
（金銭消費貸借契約）
第	１１条　奨学生として採用された者
は、所定の金銭消費貸借契約を締結
しなければならない。

２	　前項の金銭消費貸借契約は、連帯
保証人２名の連署を必要とし、１名
は保護者又はそれに準ずる者とし、
もう１名は本人と別生計の保証能力
のある者とする。

（異動の届出）
第１２条　奨学生又は奨学生であった
者が、次の各号のいずれかに該当する
ときは、直ちに委員会に届出なければ
ならない。
　（１）	　本人又は連帯保証人の氏名、

住所、電話番号、その他重要な
事項の変更

　（２）　休学又は退学
　（３）　卒業等、本学に在籍しなくなっ
てから以降の進路先
（貸与の停止）
第	１３条　委員会は、奨学生が次の各
号のいずれかに該当するときは、奨
学金の貸与を停止することができる。

　（１）　退学したとき、又は退学若し
くは除籍の処分を受けたとき
　（２）　提出書類に虚偽の記載があっ
たとき
　（３）	　奨学生として学業成績不良、

又はふさわしくない行為があっ
たとき

　（４）　停学の処分を受けたとき
　（５）　奨学金を必要としなくなった
とき

２	　前項第２号により奨学金の貸与を
停止されたときは、遅滞なく奨学金
の全額を返還しなければならない。

（返済猶予）
第	１４条　委員会は、奨学生であった
者が、本学の大学又は大学院に引き
続き入学した場合、その他正当な事
由によって奨学金の返済猶予を願い
出たときは、相当と認める期間猶予
することがある。

２	　前項の場合、委員会は、改めて奨
学金の返済について指定し、本人は
その指定に従わなければならない。

（延滞金）
第	１５条　奨学生であった者が、正当
な理由なく奨学金の返済を怠ったと
きは、年５％の延滞利息を徴するこ
とができる。

（返済免除）
第	１６条　委員会は、次の各号のいず
れかに該当することにより、奨学金
の未返済額の全部又は一部について
返済不能となったときは、本人又は
連帯保証人の願い出によって、その
全部又は一部の返済を免除すること
ができる。

　（１）　奨学生又は奨学生であった者
が死亡したとき
　（２）　奨学生又は奨学生であった者
が身体の障害等を持つに至ったとき
（会計監査）
第１７条　会計年度は４月１日から翌
年の３月３１日までとする。
２	　前項の会計年度に係る決算終了後、
会計監査を経て委員会に報告する。

３　監査人は、後援会及び友電会より
それぞれ選出された者とする。
（所管）
第１８条　この規程に関する事務は、
学務部において行う。
（改廃）
第１９条　この規程の改廃は、委員会
において審議及び決定するものとする。

附　則
１　この内規は、平成１３年４月１日
から施行する。
２　大阪電気通信大学「後援会・友電会」
貸与奨学金規則は、廃止する。
附　則
この規程は、平成２７年４月１日から
施行する。
附　則
この規程は、平成３０年１０月１日か
ら施行する。
附　則
１　この規程は、２０２２年４月２９
日から施行する。
２　大阪電気通信大学後援会・友電会
貸与奨学金運用細則（平成１３年４月
１１日制定）は、廃止する。

大阪電気通信大学後援会・友電会貸与奨学金運用規程	 平成13年４月１日制定
	 最近改正　 2022年４月29日
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工学部 / 情報通信工学部 / 建築・デザイン学部
健康情報学部 / 医療健康科学部 / 総合情報学部

大学院   工学研究科 / 医療福祉工学研究科
  総合情報学研究科

2 0 2 6 年 度   後 期
行 事 予 定 表

10月

1㈭ 創立記念日（授業日）

12(月・祝） スポーツの日 授業日

17㈯ 補講日

11月

3(火・祝） 文化の日 授業日

21㈯ 補講日

23(月・祝） 勤労感謝の日 授業日

28㈯ 補講日

30㈪ 12月期学位授与者発表（院）

12月

11㈮ 12月期学位授与式

19㈯ 補講日

25㈮ 後期授業終了

27㈰～2027/1/5㈫ 冬季一斉休業

１月

6㈬ 補講日

7㈭～8㈮・13㈬～15㈮ 後期定期試験

12㈫　 振替休日（11/3 授業実施に伴う振替）

20㈬ ～ 22㈮ 後期追試験

２月

6㈯～ 7㈰ なわてん〈予定〉

15㈪～16㈫ 成績発表

22㈪ 振替休日（11/23 授業実施に伴う振替）

26㈮・3/1㈪ ～ 2㈫ 卒業再試験

３月

6㈯ 教育懇談会

8㈪ 大学院入学試験

11㈭ 成績発表

19㈮ 学位授与式

工学部 / 情報通信工学部 / 建築・デザイン学部
健康情報学部 / 医療健康科学部 / 総合情報学部

大学院   工学研究科 / 医療福祉工学研究科
  総合情報学研究科
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